農地法第３条許可申請提出書類について

	申請の種類
	提　出　書　類

	所有権移転
	農地法第３条の規定による許可申請書･･･１通

申請農地の登記簿謄本･･･１通

（小作地である農地の所有権を所得しようとする者が、当該小作以外の者の場合は、農地賃貸借（使用

貸借）合意解約書･･･１通）

（抵当権が設定されている場合は、抵当権承諾書･･･１通）

	賃貸借権の設定
	農地法第３条の規定による許可申請書･･･１通

申請農地の登記簿謄本･･･１通

申請農地の賃貸借契約書・・・１通

	使用貸借権の設定
	農地法第３条の規定による許可申請書･･･１通

申請農地の登記簿謄本･･･１通

申請農地の使用貸借契約書・・・１通


＊　新たに農業を始める方が申請する場合、営農計画書を提出してください。

＊　譲受人の住所が飯山市以外の場合は次のとおりとなります。

・許可申請書及び添付書類･･･各２通
・譲受人の住民票･･･１通
・譲受人の飯山市以外の耕作地について、該当農業委員会発行の耕作証明書（耕作地がある場合）･･･１通

· 農業者年金経営移譲年金受給の為の申請については、固定資産税課税明細書（コピー可）または

固定資産税名寄帳（コピー可）を提出してください

　＊　ほか、申請の内容により提出いただく書類がありますので、詳しくは農業委員会事務局農地係へお問い合わせください

　飯山市農業委員会事務局　農地係　

